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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された住所画像にキー文字が欠如しているか否かを判定するキー文字欠如判定手段
と、
　前記キー文字欠如判定手段により前記入力された住所画像にキー文字が欠如していない
と判定された場合、前記キー文字の間に位置する住所区域を全体認識する住所全体認識手
段と、
　各単一文字領域候補を認識して、認識候補文字列を取得する認識候補文字列取得手段と
、住所辞書における住所を前記認識候補文字列と照合して、認識距離を基に前記認識候補
文字列を絞り込み、前の第ｋ－１層の住所が決定された後、地名Ｔｉの出現確率を算出し
て、算出された出現確率に地名Ｔｉに認識された地名の信頼度を乗算し、それらの積が最
も大きい地名Ｔｉを第ｋ層の地名候補に決定する（ここで、ｉは１以上の整数で、Ｔｉは
第ｋ層の地名候補のうち第ｉ個の候補を表す）ことにより前記第ｋ層の地名候補を判定す
る照合手段とを有し、前記キー文字欠如判定手段により前記入力された住所画像にキー文
字が欠如していると判定された場合、前記認識候補文字列取得手段と前記照合手段により
前記入力された住所画像に関して住所を語彙別に認識する住所語彙別認識手段と、
　前記住所全体認識手段により認識された住所の信頼性を判定する信頼性判定手段と、
　を備え、
　前記信頼性判定手段が前記住所全体認識手段により認識された住所が信頼できないと判
定した場合、前記住所語彙別認識手段は前記入力された住所画像に対して住所を語彙別に



(2) JP 5251205 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

認識することを特徴とする住所認識装置。
【請求項２】
　前記キー文字欠如判定手段は、
　前記入力された住所画像における単一文字候補を抽出する単一文字抽出手段と、
　抽出された各単一文字候補をキー文字辞書におけるキー文字とそれぞれ比較する比較手
段と、
　抽出された前記単一文字候補のそれぞれと前記キー文字辞書における全部のキー文字と
の照合距離が所定の閾値より大きい場合、或いは照合距離が所定の閾値より小さい前記単
一文字候補はあるものの、適正なキー文字の順序がない場合に、前記入力された住所画像
にキー文字が欠如していると判定するキー文字判定手段と
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の住所認識装置。
【請求項３】
　前記単一文字抽出手段は、
　画像から連結領域を分割する連結領域分割手段と、
　各連結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣接する各３つの連結領域が単一文字領域
候補であるか否かを判定する単一文字領域候補判定手段と、
　単一文字領域候補判定手段により判定された単一文字領域候補に関して文字を抽出する
文字抽出手段と
　を備えたことを特徴とする請求項２に記載の住所認識装置。 
【請求項４】
　前記照合手段は、
　住所非欠如照合を行う、即ち、所属関係に従って住所辞書における住所を前記認識候補
文字列と一層ずつ照合する住所非欠如照合手段、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の住所認識装置。
【請求項５】
　前記地名の信頼度は、地名画像と認識された前記地名Ｔｉとの類似度の重みであり、地
名Ｔｉにおける最後の認識領域候補がキー文字に認識されれば、前記類似度に大きい重み
をかけ、地名Ｔｉにおける最後の認識領域候補がキー文字に認識されなければ、前記類似
度に小さい重みをかけることを特徴とする請求項１に記載の住所認識装置。
【請求項６】
　前記照合手段は更に、
　前記住所非欠如照合手段により決定された住所は信頼できるか否かを判定する判定手段
と、
　前記判定手段は前記住所非欠如照合手段により決定された住所が信頼できないと判定さ
れた場合に、住所欠如照合を行う、即ち、所属関係のうちの第２層または第３層から所属
関係の最終層まで所属関係の層の高い順から照合を行う住所欠如照合手段と、
　前記住所非欠如照合手段による結果の信頼性と前記住所欠如照合手段による結果の信頼
性を比較して、信頼性が高い方を照合結果とする信頼性比較手段と
　を備えたことを特徴とする請求項４に記載の住所認識装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は住所認識装置に関する。より詳しくは、任意な間隔である領域内の手書き文字
による住所を認識する住所認識装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、手書きによる住所を認識する方法は大別すると２種類ある。
【０００３】
　１つ目の従来の方法では、まず、入力住所画像から単一文字の領域（即ち１文字しか含
まない領域）を抽出し、これら単一文字の領域からキー文字（手書きによる住所を認識す
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る場合に、キー文字とは行政地域を認識できる単一文字を示す。例えば、
［文字１］

等）を抽出し、２つの隣接するキー文字で限定された地名区域を検出する。本方法では、
地名区域内の地名を認識するために、この地名区域を個別の文字に分割し、次にそれら個
別の文字を一つずつ認識する。
【０００４】
　ところで、このような従来の住所認識方法では、住所を個別の文字に分割する時に間違
いが発生し易いという欠点がある。特に、任意な間隔である領域内の住所同士が互いに密
に繋がっている場合に、より間違い易くなる。また、一般的に、手書き文字はあまり模範
となるものではなく、形態もそれぞれ異なっているので、このように密に繋がっているケ
ースはよく見られる。
【０００５】
　２つ目の従来の方法においても、まず、文字の一部を抽出し、２つの隣接するキー文字
で限定された地名区域を検出する。なお、地名区域内の地名を全体として認識するという
のが一つ目の方法と異なる点である。例えば、入力住所画像の実際の住所が「
［文字２］

」とすると、まず、「市」と「区」と「路」というようなキー文字が抽出され認識される
。次に、それらキー文字の間の画像（または一つ目のキー文字の直前の画像）が切り取ら
れる。即ち、「北京」、「
［文字３］

」、「
［文字４］

」に対応する画像が切り取られる。そして、それらの画像が全体として認識される。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２７２８０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような従来の方法の主な問題点は、実際の住所においてキー文字がよく省略される
ことである。例えば、住所である
［文字２］

では、「市」または「区」が省略されてもよく、かつ住所への解読にも影響を与えない。
この場合、全体認識による方法であれば、認識に成功しない可能性がある。地名区域、即
ちキー文字の間の画像領域が特定できないからである。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものである。本発明は、一つ以上の従来技術の問題
点を解決するために、住所を認識する住所認識装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的を達成するために、住所認識装置を提供しており、前記装置は下記の手段
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を含む：入力された住所画像にキー文字が欠如しているか否かを判定するキー文字欠如判
定手段、前記キー文字欠如判定手段により前記入力された住所画像にキー文字が欠如して
いないと判定した場合、前記キー文字の間に位置する住所区域を全体認識する住所全体認
識手段、及び、各単一文字領域候補を認識して、認識候補文字列を取得する認識候補文字
列取得手段と、住所辞書における住所を前記認識候補文字列と照合して、認識距離を基に
前記認識候補文字列を絞り込み、前の第ｋ－１層の住所が決定された後、地名Ｔｉの出現
確率を算出して、算出された出現確率に地名Ｔｉに認識された地名の信頼度を乗算し、そ
れらの積が最も大きい地名Ｔｉを第ｋ層の地名候補に決定する（ここで、ｉは１以上の整
数で、Ｔｉは第ｋ層の地名候補のうち第ｉ個の候補を表す）ことにより前記第ｋ層の地名
候補を判定する照合手段とを有し、前記キー文字欠如判定手段により前記入力された住所
画像にキー文字が欠如していると判定された場合、前記認識候補文字列取得手段と前記照
合手段により前記入力された住所画像に関して住所を語彙別に認識する住所語彙別認識手
段。
【００１０】
　また、文字画像における単一文字の領域を判定する装置を提供しており、前記装置は下
記の手段を含む：前記文字画像を連結領域に分割する連結領域分割手段、及び、各連結領
域、隣接する各２つの連結領域及び隣接する各３つの連結領域の幅が閾値より大きいか否
かを判定し、閾値より大きい各連結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣接する各３つ
の連結領域を単一文字領域候補として判定する単一文字領域候補判定手段。
【００１１】
　また、住所画像における住所を認識する装置を提供しており、前記装置は下記の手段を
含む：前記住所画像における各単一文字領域候補を認識して文字認識候補を取得する単一
文字認識手段、前記単一文字領域候補における全ての文字認識候補からなる認識候補文字
列を取得する認識候補文字列取得手段、及び、住所辞書における住所を前記認識候補文字
列に照合して、認識距離の最も小さい住所を認識結果として認識する照合手段。
【発明の効果】
【００１２】
　この装置では、文字を分割するにあたって、各連結ユニット、隣接する各２つの連結ユ
ニット及び隣接する各３つの連結ユニットが共に可能な文字領域として個別に認識される
。
【００１３】
　語彙チャート検索による方法では、得られた認識序列候補から最適な認識住所を検索す
る。複数の連結ユニットの組み合わせを利用することにより、システムのロバスト性を向
上でき、それによって、正確な文字が抜けるリスクを低減して、住所認識の正確度を向上
することができる。
【００１４】
　また、この装置では、キー文字がある及びキー文字がない住所を効果的に認識できる。
【００１５】
　また、語彙チャート検索による地名照合方法では、語彙チャートに重みを付与する検索
方法が適用されている。一般には、キー文字は普通の文字と比べてより多くの情報を提供
できる。キー文字がある場合に、この方法では、キー文字の作用がより際立っている。換
言すると、キー文字を含む地名に重みを大きく与える。
【００１６】
　また、中国語による住所では、ランクの低い地名には普通ではキー文字が省かれない。
例えば、
［文字２］

という地名では、「市」及び「区」が省かれる可能性があるが、「路」は一般には省かれ
ない。重み付け有りのキー文字を考慮すると、住所認識の効果及び正確率を向上すること
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ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以上の全般的な説明及び以下の詳細な説明は共に本発明を説明するための例示であり、
かつ本発明をさらに説明するものである。以下、図面を参照しながら本発明による住所認
識装置及び方法を詳しく説明する。図面では、共通の符号は共通または類似する部分を示
す。
【実施例１】
【００１８】
　図１は、本発明の一実施例による住所認識装置のブロック図である。図１に示すように
、本発明による住所認識装置は、キー文字欠如判定手段１１と、住所全体認識手段１２と
、判定手段１３と、住所語彙別認識手段１４とを備える。
【００１９】
　図２は、本発明の一実施例による住所認識方法を示すフローチャートである。図２に示
すように、ステップＳ２０１で、キー文字欠如判定手段１１によって入力された住所画像
を可能な単一文字の領域に分割すると共に、キー文字が欠如するか否かの判定を行う。
【００２０】
　キー文字が欠如しないと判定した場合に（ステップＳ２０２がＹＥＳ）、ステップＳ２
０３で、住所全体認識手段１２は住所に関して全体認識を行う。次に、ステップＳ２０４
で、判定手段１３は住所全体認識手段１２によりステップＳ２０３で出力された住所の照
合距離が所定の閾値を越えたか否かを判定する。
【００２１】
　所定の閾値を越えていなければ、住所全体認識手段による認識結果は信頼できることを
意味しており、この結果を最終の認識結果として出力する。この照合距離がこの閾値を越
えれば、住所全体認識手段による認識結果は信頼できず、入力された住所画像にキー文字
が欠如する可能性が高いことを意味するので、処理がステップＳ２０５に移行し、住所語
彙別認識手段１４で認識を行う。
【００２２】
　住所全体認識手段１２は住所に関して全体認識を行う場合に、まず、単一文字領域候補
からキー文字を抽出し、次にキー文字の間に位置する地名区域を抽出して、住所に関して
全体認識を行う。全体認識による方法及びそのステップについては、中国特許出願第２０
０５１００８９５３７.０号に詳しく記載されている。現在、当該出願は本明細書に引用
されて、本明細書で完全に記載されたと見なされる。
【００２３】
　簡単に言うと、前記住所全体認識ステップは、前記住所区域に係わる特徴ベクトルを抽
出する抽出ステップと、抽出された特徴ベクトルを地名辞書における地名に係わる特徴ベ
クトルと照合して、可能な全ての地名候補を求める照合ステップとを含む。
【００２４】
　実際には、前記地名辞書における地名に係わる特徴ベクトルと抽出された特徴ベクトル
との照合距離が所定の閾値より小さければ、この地名を可能な地名候補と判定する。一方
、前記照合ステップで可能な地名候補が複数取得されると、所定のルールに従って前記可
能な複数の地名候補を選定する。
【００２５】
　入力住所画像にキー文字が欠如すると、全体認識による出力結果が正しくないことにな
る。この場合、その照合距離も大きい。従って、判定手段１３は住所全体認識手段による
全体認識の結果を評価する。判定手段１３を設置することにより、本発明による住所認識
方法の信頼性を更に向上して、キー文字欠如判定手段１１の誤判定による影響を避けられ
る。
【００２６】
　以下、図３－１から図３－４を参照してキー文字欠如判定手段１１及びステップＳ２０
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１の動作を説明する。図３－１から図３－４は、本発明のキー文字欠如判定手段１１によ
る単一文字領域候補の分割を説明する例（１）から（４）である。
【００２７】
　本発明によるキー文字欠如判定手段１１は、まず単一文字領域候補を分割する。具体的
には、まず、画像から連結領域を分割して、次に連結領域、隣接する各２つの連結領域及
び隣接する各３つの連結領域が単一文字領域候補であるか否かを判定する。
【００２８】
　図３－１から図３－４では、入力された住所を「河北．．．」と仮定する。例示として
、「河北」の画像のみについて説明する。図３－１に示すように、まず、画像から連結領
域であるＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを取得する。そのうち、Ａは２つの連結領域を組合わせてなるも
のである。連結領域は画像の前景色（通常は黒色である）の画素ドットの集合であり、こ
の集合において、如何なる２つの画素ドットも当該集合内の画素を通して連結することが
できる。
【００２９】
　連結領域を検出する具体的な方法については、連結領域検出アルゴリズム（Hypermedia
 Image Processing Reference, Bob Fisher, Simon Perkins, Ashley Walker and Erik W
olfart, Department of Artificial Intelligence University of Edinburgh, UK. http:
//www.cee.hw.ac.uk/hipr/html/label.htmlを参照）が報告されており、連結領域の合併
については、米国特許第６５３５６１９Ｂ１号明細書の図１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ及びそ
の記載を参照すれば理解できる。ここでは、説明を省略する。
【００３０】
　中国語漢字では、横方向に多くとも３つの独立な構成しか有り得ないことを考慮する。
例えば、「
［文字５］

」は「木」と「又」と「寸」から構成される。図３－２に示すように、隣接する２つの連
結領域は単一文字領域候補として組合わせられ、即ち、ＡＢ、ＢＣ、ＣＤとなる。図３－
３に示すように、隣接する３つの連結領域も単一文字領域候補として組合わせられ、即ち
、ＡＢＣ、ＢＣＤとなる。以上の連結領域の組み合わせにおいて、組合わせられた連結領
域の幅がある所定の閾値Ｔｈｃより大きくなると、連結領域の組み合わせは行わない。
【００３１】
　一実施例では、Ｔｈｃを推定する場合に、まず、全ての連結領域から平均高さを取得し
、それをＴｈｈとする。中国語漢字としては、漢字の平均幅と高さとの比は一般には安定
な範囲内に入っているので、ＴｈｃはＴｈｈ×ｃｏｆに設定される。ただし、ｃｏｆは通
常２～３をとる。
【００３２】
　図３－４に示すように、ＢＣＤの幅はＴｈｃより大きく、即ちＷｉｄｔｈ（ＢＣＤ）＞
Ｔｈｃである。従って、ＢＣＤは単一文字領域の候補として判定されない。そこで、最終
的な単一文字領域候補はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと、ＡＢ、ＢＣ、ＣＤ及びＡＢＣとなる。
【００３３】
　単一文字領域候補が決定された後、決定された単一文字領域候補における単一文字がキ
ー文字であるか否かを判定する。前記単一文字領域候補における単一文字をキー文字辞書
におけるキー文字と比較して、キー文字であるか否かを判定する。
【００３４】
　一実施例では、前記単一文字とキー文字辞書におけるキー文字との照合距離が所定の閾
値より小さければ、キー文字と判定する。一実施例では、前記入力された画像にキー文字
があると判定したら、更に認識されたキー文字で形成された経路が適正であるか否かを判
定する。
【００３５】
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　例えば、「省・・・市」は適正で、「市・・・省」は不適正である。本発明の一実施例
では、前記キー文字辞書手段に保存された可能なキー文字は、「
［文字６］

」という中国語漢字の文字のみが含まれている。
【００３６】
　キー文字があると判定したら、上述したように、ステップＳ２０３で全体認識を行う。
キー文字がないまたはキー文字の経路が所定のルールに合致しない（ある実施例の場合）
と判定したら、ステップＳ２０５で住所語彙別認識を行う。
【００３７】
　図４は、本発明の実施例による住所語彙別認識手段（語彙チャート検索認識手段）１３
のブロック図である。図４に示すように、一実施例では、本発明の住所語彙別認識手段１
３は、住所語彙チャート記憶手段３０２、単一文字認識手段３０１、候補文字列取得手段
３０３、語彙モデル照合手段３０４を備える。
【００３８】
　住所語彙別認識手段１３では、まず、入力された単一文字領域候補に関して単一文字を
認識すると、単一文字領域候補毎に長さがＮ個の認識候補を取得し、候補文字列取得手段
３０３によって全ての単一文字領域候補における認識候補を単に並べることにより、一つ
の認識候補文字列を取得する。
【００３９】
　照合手段では、住所語彙チャート記憶手段３０２に記憶された地名（例えば、北京また
は北京市、
［文字７］

または
［文字７］

市、湖北または湖北省等）を、この認識候補文字列と照合することにより、認識距離が最
も小さい住所列を認識結果として算出する。
【００４０】
　詳しく言えば、図４の単一文字認識手段３０１は単一文字領域候補を認識するものであ
る。単一文字認識手段３０１は各単一文字領域候補を認識することで文字認識候補を取得
する。
【００４１】
　この場合、単一文字領域候補は前述の各連結領域と隣接する各２つ及び３つの連結領域
であり、また所定のいずれかの分類方法（例えば、テンプレートマッチング、二次判別分
析（Quadratic Discriminant Analysis)、サポートベクターマシン(Support Vector Mach
ine: SVM)等）により前記各連結領域を分類し認識する。
【００４２】
　全ての単一文字領域候補の認識候補は、一つのアレイ（認識候補文字列）として組合わ
せられる。このような組み合わせは候補文字列取得手段３０３により行われる。照合手段
３０４では、住所語彙チャート記憶手段３０２に記憶された地名（例えば、北京または北
京市、
［文字７］
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または
［文字７］

市、湖北または湖北省等）を、この認識候補文字列と照合することにより、認識距離が最
も小さい住所列を認識結果として算出する。
【００４３】
　図５は、本発明のツリー構成による住所の語彙チャートの説明図である。図５では、地
名はその所属関係に基づきツリー構成に形成されている。Ｅ０はルートノードを示し、第
１層の住所、即ち直轄市または省レベルの住所に繋がっている、例えば、Ｅ１１は北京市
を、Ｅ１２は
［文字７］

市を、Ｅ１３は湖北省をそれぞれ示している。
【００４４】
　キー文字の抜けた住所を効果的に認識するために、この語彙チャートのツリー構成にお
ける各ノードには、キー文字のある地名だけでなく、キー文字のない地名も記憶されてい
る。
【００４５】
　例えば、Ｅ１１では、北京と北京市とは共にノードに記憶されている。所属関係により
、中国語住所としては多くとも四層構成しか含まれていない。例えば、Ｅ１３（湖北省）
－Ｅ２３（
［文字８］

）－Ｅ３３（沙市区）－Ｅ４１（
［文字９］

）である。
【００４６】
　図６は、本発明の照合手段３０４の動作フローチャートである。図６に示すように、ス
テップＳ１ではデータが読み込まれる。即ち、各単一文字領域候補を認識して認識候補文
字列を取得する。
【００４７】
　仮に、単一文字候補を合計ｍ個として、かつ｛Ａ１、Ａ２、・・・、Ａｍ｝と表し、各
領域候補Ａｉを認識してｎ個の候補を取得して、それをＣｉｊ（０＜ｉ＜ｍ、０＜ｊ＜ｎ
＋１、ただし、ｉ、ｊは共に正整数である）で表すと、各認識候補の認識距離はＤｉｓｔ
（Ｃｉｊ）で記述される。各候補が認識距離の小さい順で並べられる、即ち、ｊ＞ｋとす
れば、Ｄｉｓｔ（Ｃｉｊ）＞Ｄｉｓｔ（Ｃｉｋ）となる。
【００４８】
　ステップＳ２では、次のルールで文字候補の数を減らす：
ルール１：
Ｄｉｓｔ（Ｃｉｑ）＞Ｔｈｒ１とすれば、Ｃｉｑ、Ｃｉ（ｑ＋１）、・・・、Ｃｉｎを候
補文字列から削除する。
ルール２：
［Ｄｉｓｔ（Ｃｉｑ）－Ｄｉｓｔ（Ｃｉｌ）］／Ｄｉｓｔ（Ｃｉｌ）＞Ｔｈｒ２とすれば
、Ｃｉｑ、Ｃｉ（ｑ＋１）、・・・、Ｃｉｎを候補文字列から削除する。
【００４９】
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る可能性が低くなるので、ルール１は絶対距離が大きい認識候補を除去するものである。
同様な理由により、ルール２は、第１の認識候補との相対値により正確の認識結果となる
可能性が低い単一文字候補を除去するものである。ルール１及びルール２によれば、候補
の数を減らすことができるので、システムの検索速度及び認識精度を向上することができ
る。
【００５０】
　ステップＳ３において、認識候補文字列に対して第１層の住所を抜かないで照合を実施
する。即ち、まず、住所語彙チャート記憶手段３０２の全ての第１層の住所（Ｔ１、Ｔ２
、Ｔ３、・・・、Ｔｋ）を、先頭にあるいくつかの単一文字領域候補における認識候補と
照合することで、地名候補Ｘ１を取得する。詳しく言えば、この語彙候補Ｘ１は次の式に
より得られる。
【００５１】
【数１】

　ここで、Ｐ（Ｔｉ）は地名Ｔｉが出現した確率であり、多量の住所語彙ライブラリから
Ｔｉの出現頻度を算出して得られる。
【００５２】
　ＣＦ（Ｔｉ）は複数の単一文字領域候補がＴｉと認識された信頼度であり、次のように
して算出される。
【００５３】
　仮にＴｉ＝｛Ｔｉ１，Ｔｉ２，・・・，Ｔｉｐ｝とすると、ここで、Ｔｉｊ（０＜ｊ＜
ｐ＋１、かつｊは正整数である）は地名Ｔｉにおける第ｊ個の文字を表す。
【００５４】
　例えば、Ｔｉ＝北京市の場合、Ｔｉ１＝北、Ｔｉ２＝京、Ｔｉ３＝市、となる。また、
仮に単一文字領域Ａｗ１、Ａｗ２、ＡｗｐにＴｉが照合されると、｛Ｃｗｋ１，Ｃｗｋ２

，・・・・，Ｃｗｋｌ｝はＡｗｋを認識して得たｌ個の候補である。文字ＴｉｋとＡｗｊ

との類似度Ｓｉｍ（Ｔｉｋ，Ａｗｊ）を次のように定義する。
【００５５】

【数２】

【００５６】
　上記の定義では、文字ＴｉｋがＡｗｊの認識候補文字列に含まれれば、Ａｗｊは文字Ｔ

ｉｋである可能性がある。同時に、Ａｗｊが文字Ｔｉｋに認識される距離は小さければ小
さいほど、Ａｗｊが文字Ｔｉｋに認識される可能性は高くなって、Ｓｉｍ（Ｔｉｋ，Ａｗ

ｊ）は大きくなるべきであり、それも上記の式（１）で表す意味である。文字ＴｉｋがＡ

ｗｊの認識候補文字列に含まれなければ、文字ＴｉｋとＡｗｊとの類似度はとても小さい
ので、Ｓｉｍ（Ｔｉｋ，Ａｗｊ）に非常に小さい値δｃを付与する。それも上記の式（２
）で表す意味である。最後に、ＣＦ（Ｔｉ）は次のように定義される。
【００５７】

【数３】
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ここで、ｗｋは１より大きい定数で、ｗｃは１より小さい定数である。
【００５８】
　式（３）では、当該地名Ｔｉの信頼度は、そのうちの各文字Ｔｉａと文字画像の類似度
との積の重みとして定義された。同時に、Ｔｉの最終の文字はキー文字であり、かつ当該
キー文字が文字画像の認識候補に現れたら、この文字図形候補は正確な地名である可能性
が高いことを意味しており、従って、値の大きい重みｗｋを付与する。そうでなければ、
値の小さい重みｗｃを付与する。ここで言う「大きい」及び「小さい」はそれぞれ、ある
所定の値より「大きい」及び「小さい」と理解できる。
【００５９】
　第１層の地名が照合されると、第２層の地名照合を確定する。これに準じて類推して、
第２層の地名の照合を終えると、照合が完了するまで、次の層の地名の照合を実施する。
第ｋ層の地名Ｘｋは次の式により得られる。
【００６０】

【数５】

ここで、Ｐ（Ｔｉ｜Ｘ１．．．Ｘｋ－１）はその前の第ｋ-１層の住所が決定された後、
地名Ｔｉが出現した確率を表す。その値は次のように定義される。
【００６１】
【数６】

ここで、ｆＴｉはＴｉが語彙ライブラリに出現した頻度である。信頼度であるＣＦ（Ｔｉ
）は式（３）により算出して得られる。
【００６２】
　即ち、前記照合では、前記第ｋ層の地名候補は次のように特定される。直前の第ｋ-１
層の住所が決定された後、地名Ｔｉの出現した確率を算出して、算出された確率に地名画
像がその地名Ｔｉと認識された信頼度を乗算して、それらの積が最も大きい地名Ｔｉを第
ｋ層の地名候補に決定する、ここで、ｉは１以上の整数で、Ｔｉは第ｋ層の地名候補のう
ちの第ｉ個の候補を表す。
【００６３】
　前記地名の信頼度は、地名画像と認識された前記地名Ｔｉとの類似度の重みである。地
名Ｔｉにおける最後の認識領域候補はキー文字と認識されれば、前記類似度に大きい重み
をかける。地名Ｔｉにおける最後の認識領域候補はキー文字と認識されなければ、前記類
似度に小さい重みをかける。
【００６４】
　ステップＳ４では、第１層の住所を抜いた照合Ｓ３の結果が十分良いか否かを判定する
。詳しく言えば、第１層の住所を抜いた照合の結果はＸ１．．．Ｘｋ、Ｅａ＝ｌｏｇＰ（
Ｘａ｜Ｘ１．．．Ｘａ－１）＋ｌｏｇＣＦ（Ｘａ）、ａ＝１，．．．，ｋとすると、
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【数７】

となる。ここで、ＴｈＥは所定の閾値である。
【００６５】

【数８】

の場合、照合の結果であるＸ１．．．Ｘｋの総合信頼性は高いことを示している。従って
、この照合の結果を最終の認識結果として認める。
【００６６】

【数９】

の場合、照合の結果であるＸ１．．．Ｘｋの総合信頼性は低いことを示している。従って
、この照合の結果には第１層の住所が含まれない可能性がある。
【００６７】
　例えば、「
［文字１０］

」の場合では、「湖北省」が抜けた可能性がある。そこで、ステップＳ５では、住所を抜
いた照合を行い、まず第１層の住所を抜いた照合を実施する。
【００６８】
　第１層の住所を抜いた照合Ｓ５では、住所語彙チャート記憶手段３０２の第２層の住所
から文字領域候補の認識候補文字列との照合を開始するが、その照合の動作はＳ３とほぼ
同じである。異なるのは、第１層の住所から始まるのではない点にのみにある。このステ
ップでも照合の総合信頼性を示す
【数１０】

が得られる。
【００６９】
　ステップＳ６では、住所を抜いた照合の総合信頼性と住所を抜かない照合の総合信頼性
を比較し、そのうちの信頼性が高いほうを最終の認識結果とする。
【００７０】
　入力住所に第１層の住所が含まれる場合、Ｓ３-Ｓ４-Ｓ５-Ｓ６で第１層の住所を抜か
ない照合と第１層の住所を抜いた照合を区分する方法によれば、Ｓ３では、第１層の住所
を抜いた照合をせずに認識結果を直接出力できるので、システムの効率及び精度を向上す
ることができる。
【００７１】
　以上の説明では、実情に応じて上記の構成を活用するように留意すること。例えば、入
力住所に第１、第２層の住所が共に抜けているケースが頻繁に発生する場合では、上記の
ブロック図を参考して、住所欠如照合ステップにおいて第１、第２層の住所を抜いた照合
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ステップを実施しても良い。それによって、システムの効率及び精度を向上するという効
果を達成する。
【００７２】
　図７は、本発明の一実施例による照合手段の構成図である。図７に示すように、本発明
の一実施例による照合手段３０４は、前記の住所を抜かない照合を行う。即ち、所属関係
に従って住所辞書内の住所を認識候補文字列と層ずつに順次比較する住所非欠如照合手段
７０１と、前記住所非欠如照合手段７０１による照合結果が十分良いか否かを判定する判
定手段７０２と、前記判定手段により前記照合結果が十分良くないと判定された場合に、
住所を抜いた照合、即ち、所属関係において、所属関係のうちの第２層または第３層から
所属関係の最終層まで高い順に照合を順次行う住所欠如照合手段７０３と、前記住所非欠
如照合手段７０１と住所欠如照合手段７０３によるそれぞれの照合結果から良い方を選択
する決定手段７０４とを備える。
【００７３】
　上述したように、本発明は下記の住所認識装置（または方法）を提供しており、前記装
置（または方法）は下記の手段（またはステップ）を含む：入力された住所画像にキー文
字が欠如しているか否かを判定するキー文字欠如判定手段（ステップ）、前記キー文字欠
如判定手段（ステップ）により前記入力された住所画像にキー文字が欠如していないと判
定された場合、前記キー文字の間に位置する住所区域を全体認識する住所全体認識手段（
ステップ）、及び、前記キー文字欠如判定手段（ステップ）により前記入力された住所画
像にキー文字が欠如していると判定された場合、前記入力された住所画像に関して住所を
語彙別に認識する住所語彙別認識手段（ステップ）。
【００７４】
　本発明は更に文字画像における単一文字の領域を特定する装置（方法）を提供しており
、前記装置（方法）は下記の手段（ステップ）を含む：前記文字画像を連結領域に分割す
る連結領域分割手段（ステップ）、及び、各連結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣
接する各３つの連結領域の幅が閾値より小さいか否かを判定し、前記閾値より小さい各連
結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣接する各３つの連結領域を単一文字領域候補と
して判定する単一文字領域候補判定手段（ステップ）。
【００７５】
　一実施例では、前記装置（方法）は下記の手段（ステップ）を含む：前記住所全体認識
手段（ステップ）により認識された住所の信頼性を判定する信頼性判定手段（ステップ）
。ここで、前記信頼性判定手段（ステップ）は前記住所全体認識手段（ステップ）により
認識された住所が信頼できないと判定した場合、前記住所語彙別認識手段（ステップ）に
より前記入力された住所画像に対して住所を語彙別に認識する。
【００７６】
　一実施例では、前記住所全体認識手段（ステップ）により認識された住所の照合距離が
所定の閾値より大きい場合、前記信頼性判定手段（ステップ）は前記住所全体認識手段（
ステップ）により認識された住所が信頼できないものと判定する。
【００７７】
　一実施例では、前記キー文字欠如判定手段（ステップ）は下記の手段（ステップ）を含
む：前記入力された住所画像における単一文字候補を抽出する単一文字抽出手段（ステッ
プ）、抽出された各単一文字候補をキー文字辞書におけるキー文字とそれぞれ比較する比
較手段（ステップ）、及び、前記各単一文字候補と前記キー文字辞書における全てのキー
文字との照合距離が共に所定の閾値より大きい場合、或いは照合距離が所定の閾値より小
さい前記単一文字候補はあるものの、適正なキー文字の順序を有するものではない場合に
、前記入力された住所画像にキー文字が欠如していると判定するキー文字判定手段（ステ
ップ）。
【００７８】
　一実施例では、前記単一文字抽出手段（ステップ）は下記の手段（ステップ）を含む：
画像から連結領域を分割する連結領域分割手段（ステップ）、各連結領域、隣接する各２



(13) JP 5251205 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

つの連結領域及び隣接する各３つの連結領域が単一文字領域候補であるか否かを判定する
単一文字領域候補判定手段（ステップ）、及び、決定された単一文字領域候補に関して文
字を抽出する文字抽出手段（ステップ）。
【００７９】
　一実施例では、前記単一文字領域候補判定手段（ステップ）は、各連結領域、隣接する
各２つの連結領域及び隣接する各３つの連結領域の幅が所定の閾値より大きいか否かを判
定することにより、前記各連結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣接する各３つの連
結領域が単一文字領域候補であるか否かをそれぞれ判定する。
【００８０】
　一実施例では、前記文字全体認識手段（ステップ）は下記の手段（ステップ）を含む：
前記住所区域に係わる特徴ベクトルを抽出する抽出手段（ステップ）、及び、抽出された
特徴ベクトルを地名辞書における地名に係わる特徴ベクトルと照合して、可能な全ての地
名候補を求める照合手段（ステップ）。
【００８１】
　一実施例では、前記住所語彙別認識手段（ステップ）は下記の手段（ステップ）を含む
：単一文字認識領域における単一文字候補からなる認識候補文字列を取得する認識候補文
字列取得手段（ステップ）、及び、住所辞書における住所を前記認識候補文字列と照合し
て、認識距離の最も小さい住所を認識結果として認識する照合手段（ステップ）。
【００８２】
　一実施例では、前記照合手段（ステップ）は、住所を抜かない照合を行う、即ち、所属
関係に従って住所辞書における住所を前記認識候補文字列と層毎に順次照合する住所非欠
如照合手段（ステップ）を含む。
【００８３】
　一実施例では、前記照合手段（ステップ）は更に下記の手段（ステップ）を含む：
前記住所非欠如照合手段（ステップ）により決定された住所が信頼できるか否かを判定す
る判定手段（ステップ）、前記判定手段（ステップ）は前記住所非欠如照合手段（ステッ
プ）により決定された住所が信頼できないと判定した場合に、住所を抜いた照合、即ち、
所属関係において、所属関係のうちの第２層または第３層から所属関係の最終層まで高い
順に照合を順次行う住所欠如照合手段（ステップ）、及び、前記住所非欠如照合手段（ス
テップ）による結果の信頼性と前記住所欠如照合手段（ステップ）による結果の信頼性を
比較して、信頼性が高い方を照合結果とする信頼性比較手段（ステップ）。
【００８４】
　一実施例では、前記照合手段（ステップ）では、前記第ｋ層の地名候補は次のように特
定される：直前の第ｋ-１層の住所が決定された後、地名Ｔｉの出現した確率を算出して
、算出された確率に地名画像がこの地名Ｔｉと認識された信頼度を乗算して、それらの積
が最も大きい地名Ｔｉを第ｋ層の地名候補に決定する、ここで、ｉは１以上の整数で、Ｔ
ｉは第ｋ層の地名候補のうちの第ｉ個の候補を表す。
【００８５】
　一実施例では、前記地名の信頼度は、地名画像と認識された前記地名Ｔｉとの類似度の
重みであり、地名Ｔｉにおける最後の認識領域候補がキー文字に認識されれば、前記類似
度に大きい重みをかけ、地名Ｔｉにおける最後の認識領域候補がキー文字に認識されなけ
れば、前記類似度に小さい重みをかける。
【００８６】
　一実施例では、前記住所語彙別認識手段（ステップ）は更に、前記候補文字列における
単一文字候補を減らす文字候補減少手段（ステップ）を含む。
【００８７】
　一実施例では、前記文字候補減少手段（ステップ）は、（１）単一文字候補は、絶対認
識距離が第１の閾値より大きければ、それを前記候補文字列から削除する、（２）単一文
字候補は、相対認識距離が第２の閾値より大きければ、それを前記候補文字列から削除す
る、というルールのいずれかに従って単一文字候補を減らす。



(14) JP 5251205 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

【００８８】
　また、本発明はコンピュータプログラムを提供しており、このコンピュータプログラム
がコンピュータで実行されるときに、特許請求の範囲のうちの独立請求項及び従属請求項
に記載の住所認識方法及びその各構成手段をコンピュータにて実現させる。本発明は更に
前記プログラムを記憶したコンピュータ読取り可能な記憶媒体を提供している。
【００８９】
　また、本発明はコンピュータプログラムを提供しており、このコンピュータプログラム
がコンピュータで実行されるときに、特許請求の範囲のうちの独立請求項及び従属請求項
に記載の住所認識装置及びその各構成手段をコンピュータに実現させる。本発明は更に前
記プログラムを記憶したコンピュータ読取り可能な記憶媒体を提供している。
【００９０】
　また、本発明はコンピュータプログラムを提供しており、このコンピュータプログラム
がコンピュータで実行されるときに、特許請求の範囲のうちの独立請求項及び従属請求項
に記載の文字画像における単一文字の領域を特定する方法及びその各構成手段をコンピュ
ータに実現させる。本発明は更に前記プログラムを記憶したコンピュータ読取り可能な記
憶媒体を提供している。
【００９１】
　また、本発明はコンピュータプログラムを提供しており、このコンピュータプログラム
がコンピュータで実行されるときに、特許請求の範囲のうちの独立請求項及び従属請求項
に記載の文字画像における単一文字の領域を特定する装置及びその各構成手段をコンピュ
ータに実現させる。本発明は更に前記プログラムを記憶したコンピュータ読取り可能な記
憶媒体を提供している。
【００９２】
　また、本発明はコンピュータプログラムを提供しており、このコンピュータプログラム
がコンピュータで実行されるときに、特許請求の範囲のうちの独立請求項及び従属請求項
に記載の住所画像における住所を認識する方法及びその各構成手段をコンピュータに実現
させる。本発明は更に前記プログラムを記憶したコンピュータ読取り可能な記憶媒体を提
供している。
【００９３】
　また、本発明はコンピュータプログラムを提供しており、このコンピュータプログラム
がコンピュータで実行されるときに、特許請求の範囲のうちの独立請求項及び従属請求項
に記載の住所画像における住所を認識する装置及びその各構成手段をコンピュータに実現
させる。本発明は更に前記プログラムを記憶したコンピュータ読取り可能な記憶媒体を提
供している。
【００９４】
　前記コンピュータ読取り可能な記憶媒体は、ハードディスク、フラッシュメモリ、フレ
キシブルディスク、磁気ディスク、ＤＶＤ、ＶＣＤ、ＣＤ、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ、ＲＯＭ
、ＲＡＭ等のように、当業者の周知した、コンピュータ実行可能なコマンドまたはコンピ
ュータプログラムを記憶したあらゆる記憶媒体である。
【００９５】
　以上の記載は本発明の実施例を例示的に説明するものであり、排他的なものではなく、
本発明を上記開示した確定的な形態に限定するものでもない。明らかなことながら、当業
者は様々な変更や変形を行えるのは自明なことである。以上の実施例を選択して説明した
のは、本発明の原理及びその実際な適用をよりよく説明するためである。それによって、
当業者は様々の実施例に適用される本発明及び本発明を特別な用途に適用するための変形
を理解できる。
【００９６】
　例えば、本発明を手書きによる日本語や韓国語地名の認識に適用することもできる。更
に、本明細書では照合距離を用いて類似度を判定したが、類似度を判定するには照合距離
以外の方法を用いても良い。例えば、特徴ベクトル同士によるコサイン角度、特徴ベクト
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ル同士による街区距離などをを用いてもよく、従って、本発明の照合距離は幅広く解釈さ
れるはずであり、当業者が思い付けられる類似度の定量表現と理解されること。
【００９７】
　また、図面は本発明をよりよく理解するためになされたものであり、かつ明細書に組み
込まれて明細書の一部を構成して、本発明の実施例を説明するものであり、明細書と共に
本発明の原理を解釈するのに用いられている。
【００９８】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【００９９】
（付記１）入力された住所画像にキー文字が欠如しているか否かを判定するキー文字欠如
判定手段と、
　前記キー文字欠如判定手段により前記入力された住所画像にキー文字が欠如していない
と判定された場合、前記キー文字の間に位置する住所区域を全体認識する住所全体認識手
段と、
　前記キー文字欠如判定手段により前記入力された住所画像にキー文字が欠如していると
判定された場合、前記入力された住所画像に関して住所を語彙別に認識する住所語彙別認
識手段と、
　前記住所全体認識手段により認識された住所の信頼性を判定する信頼性判定手段と、
　を備え、
　前記信頼性判定手段は前記住所全体認識手段により認識された住所が信頼できないと判
定した場合、前記住所語彙別認識手段は前記入力された住所画像に対して住所を語彙別に
認識することを特徴とする住所認識装置。
【０１００】
（付記２）前記住所全体認識手段により認識された住所の照合距離が所定の閾値より大き
い場合、前記信頼性判定手段は前記住所全体認識手段により認識された住所が信頼できな
いものと判定することを特徴とする付記１に記載の住所認識装置。
【０１０１】
（付記３）前記キー文字欠如判定手段は、
　前記入力された住所画像における単一文字候補を抽出する単一文字抽出手段と、
　抽出された各単一文字候補をキー文字辞書におけるキー文字とそれぞれ比較する比較手
段と、
　抽出された前記単一文字候補のそれぞれと前記キー文字辞書における全部のキー文字と
の照合距離が所定の閾値より大きい場合、或いは照合距離が所定の閾値より小さい前記単
一文字候補はあるものの、適正なキー文字の順序がない場合に、前記入力された住所画像
にキー文字が欠如していると判定するキー文字判定手段と
　を備えたことを特徴とする付記１に記載の住所認識装置。
【０１０２】
（付記４）前記単一文字抽出手段は、
　画像から連結領域を分割する連結領域分割手段と、
　各連結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣接する各３つの連結領域が単一文字領域
候補であるか否かを判定する単一文字領域候補判定手段と、
　単一文字領域候補判定手段により判定された単一文字領域候補に関して文字を抽出する
文字抽出手段と
　を備えたことを特徴とする付記３に記載の住所認識装置。
【０１０３】
（付記５）前記単一文字領域候補判定手段は、各連結領域、隣接する各２つの連結領域及
び隣接する各３つの連結領域の幅が所定の閾値より大きいか否かを判定することにより、
前記各連結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣接する各３つの連結領域が単一文字領
域候補であるか否かをそれぞれ判定することを特徴とする付記４に記載の住所認識装置。
【０１０４】
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（付記６）前記住所全体認識手段は、
　前記住所区域に係わる特徴ベクトルを抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出された特徴ベクトルを地名辞書における地名に係わる特徴ベク
トルと照合して、可能な全ての地名候補を求める照合手段と
　を備えたことを特徴とする付記１に記載の住所認識装置。
【０１０５】
（付記７）前記住所語彙別認識手段は、
　各単一文字領域候補を認識して、認識候補文字列を取得する認識候補文字列取得手段と
、
　住所辞書における住所を前記認識候補文字列と照合して、認識距離の最も小さい住所を
認識結果とする照合手段と
　を備えたことを特徴とする付記１に記載の住所認識装置。
【０１０６】
（付記８）前記照合手段は、
　住所非欠如照合を行う、即ち、所属関係に従って住所辞書における住所を前記認識候補
文字列と一層ずつ照合する住所非欠如照合手段、
　を備えたことを特徴とする付記７に記載の住所認識装置。
【０１０７】
（付記９）前記照合手段は更に、
　前記住所非欠如照合手段により決定された住所は信頼できるか否かを判定する判定手段
と、
　前記判定手段は前記住所非欠如照合手段により決定された住所が信頼できないと判定さ
れた場合に、住所欠如照合を行う、即ち、所属関係のうちの第２層または第３層から所属
関係の最終層まで所属関係の層の高い順から照合を行う住所欠如照合手段と、
　前記住所非欠如照合手段による結果の信頼性と前記住所欠如照合手段による結果の信頼
性を比較して、信頼性が高い方を照合結果とする信頼性比較手段と
　を備えたことを特徴とする付記８に記載の住所認識装置。
【０１０８】
（付記１０）前記照合手段は、前の第ｋ－１層の住所が決定された後、地名Ｔｉの出現確
率を算出して、算出された出現確率に地名Ｔｉに認識された地名の信頼度を乗算し、それ
らの積が最も大きい地名Ｔｉを第ｋ層の地名候補に決定する（ここで、ｉは１以上の整数
で、Ｔｉは第ｋ層の地名候補のうち第ｉ個の候補を表す）ことにより前記第ｋ層の地名候
補を判定することを特徴とする付記７に記載の住所認識装置。
【０１０９】
（付記１１）前記地名の信頼度は、地名画像と認識された前記地名Ｔｉとの類似度の重み
であり、地名Ｔｉにおける最後の認識領域候補がキー文字に認識されれば、前記類似度に
大きい重みをかけ、地名Ｔｉにおける最後の認識領域候補がキー文字に認識されなければ
、前記類似度に小さい重みをかけることを特徴とする付記１０に記載の住所認識装置。
【０１１０】
（付記１２）前記住所語彙別認識手段は更に、前記認識候補文字列における単一文字候補
を減らす文字候補減少手段を備えたことを特徴とする付記７に記載の住所認識装置。
【０１１１】
（付記１３）前記文字候補減少手段は、
（１）単一文字候補は、絶対認識距離が第１の閾値より大きければ、それを前記認識候補
文字列から削除する、
（２）単一文字候補は、相対認識距離が第２の閾値より大きければ、それを前記認識候補
文字列から削除する、
というルールのいずれかに従って単一文字候補を減らすことを特徴とする付記１２に記載
の住所認識装置。
【０１１２】
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（付記１４）文字画像における単一文字の領域を判定する装置であって、
　前記文字画像を連結領域に分割する連結領域分割手段と、
　各連結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣接する各３つの連結領域の幅が閾値より
小さいか否かを判定し、閾値より小さい各連結領域、隣接する各２つの連結領域及び隣接
する各３つの連結領域を単一文字領域候補として判定する単一文字領域候補判定手段と、
　を備えたことを特徴とする装置。
【０１１３】
（付記１５）住所画像における住所を認識する装置であって、
　前記住所画像における各単一文字領域候補を認識して文字認識候補を取得する単一文字
認識手段と、
　前記単一文字領域候補における全ての文字認識候補からなる認識候補文字列を取得する
認識候補文字列取得手段と、
　住所辞書における住所を前記認識候補文字列と照合して、認識距離の最も小さい住所を
認識結果として認識する照合手段と、
　を備えたことを特徴とする装置。
【０１１４】
（付記１６）前記照合手段は、住所非欠如照合を行う、即ち、所属関係に従って住所辞書
における住所を前記認識候補文字列と一層ずつ照合する住所非欠如照合手段を備えたこと
を特徴とする付記１５に記載の装置。
【０１１５】
（付記１７）前記照合手段は更に、
　前記住所非欠如照合手段により決定された住所が信頼できるか否かを判定する判定手段
と、
　前記判定手段は前記住所非欠如照合手段により決定された住所が信頼できないと判定し
た場合に、住所非欠如照合を行う、即ち、所属関係のうちの第２層または第３層から所属
関係の最終層まで所属関係の高い順に照合を行う住所欠如照合手段と、
　前記住所非欠如照合手段による住所の信頼性と前記住所欠如照合手段による住所の信頼
性を比較して、信頼性が高い方を照合結果とする信頼性比較手段と
　を備えたことを特徴とする付記１６に記載の装置。
【０１１６】
（付記１８）前記照合手段は、前のｋ－１層の住所が決定された後、地名Ｔｉの出現確率
を算出し、算出された出現確率に地名画像がこの地名Ｔｉに認識された信頼度を乗算して
、それらの積が最も大きい地名Ｔｉを第ｋ層の地名候補に決定する（ここで、ｉは１以上
の整数で、Ｔｉは第ｋ層の地名候補のうち第ｉ個の候補を表す）ことにより前記第ｋ層の
地名候補を判定することを特徴とする付記１５に記載の装置。
【０１１７】
（付記１９）前記地名の信頼度は、地名画像と認識された前記地名Ｔｉとの類似度の重み
であり、地名Ｔｉにおける最後の認識領域候補がキー文字として認識されれば、前記類似
度に大きい重みをかけて、地名Ｔｉにおける最後の認識領域候補がキー文字として認識さ
れなければ、前記類似度に小さい重みをかけることを特徴とする付記１８に記載の装置。
【０１１８】
（付記２０）前記認識候補文字列における単一文字候補を減らす文字候補減少手段を更に
含むことを特徴とする付記１５に記載の装置。
【０１１９】
（付記２１）前記文字候補減少手段は、
（１）単一文字候補は、絶対認識距離が第１の閾値より大きければ、それを前記認識候補
文字列から削除する、
（２）単一文字候補は、相対認識距離が第２の閾値より大きければ、それを前記認識候補
文字列から削除する、
というルールのいずれかに従って単一文字候補を減らすことを特徴とする付記２０に記載
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【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】本発明の一実施例による住所認識装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施例による住所認識方法を示すフローチャートである。
【図３－１】本発明のキー文字欠如判定手段による単一文字領域候補の分割を説明する例
（１）である。
【図３－２】本発明のキー文字欠如判定手段による単一文字領域候補の分割を説明する例
（２）である。
【図３－３】本発明のキー文字欠如判定手段による単一文字領域候補の分割を説明する例
（３）である。
【図３－４】本発明のキー文字欠如判定手段による単一文字領域候補の分割を説明する例
（４）である。
【図４】本発明の実施例による住所語彙別認識手段のブロック図である。
【図５】本発明のツリー構成による住所の語彙チャートの説明図である。
【図６】本発明の語彙モデル照合手段の動作フローチャートである。
【図７】本発明の一実施例による住所認識装置の構成図である。
【符号の説明】
【０１２１】
　　１１　　キー文字欠如判定手段
　　１２　　住所全体認識手段
　　１３　　判定手段
　　１４　　住所語彙別認識手段
　　３０１　　単一文字認識手段
　　３０２　　住所語彙チャート記憶手段
　　３０３　　候補文字列取得手段
　　３０４　　語彙モデル照合手段
　　７０１　　住所非欠如照合手段
　　７０２　　判定手段
　　７０３　　住所欠如照合手段
　　７０４　　決定手段
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【図２】

【図３－１】

【図３－２】

【図３－３】

【図３－４】

【図４】
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